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台風１５号によるしばうら保育園４階園庭屋上ガラス破損について 

 

１ 発生日  

令和元年９月９日（月） 

 

２ 発生場所 

  港区立しばうら保育園（所在地：港区芝浦三丁目１番１６号） 

 

３ 事故状況 

  台風１５号の強風により、保育園に隣接して建築中の（仮称）ＴＧＭＭ芝

浦プロジェクトＢ棟３２階から落下した足場板の部品が、４階園庭屋上ガラ

スに衝突し、ガラスが２枚割れ、下にある人工芝上に破片が散乱しました。 

  なお、この事故による、けが人等はありませんでした。 

 

４ 事故後の対応 

令和元年９月１３日（金）までに、（仮称）ＴＧＭＭ芝浦プロジェクトＢ棟 

新築工事発注者及び工事施工者（以下「事故原因事業者」といいます。）が、 

散乱ガラス破片を撤去清掃し、ガラスの仮修復工事を行いました。１０月４日

(金)には本修復工事を完了しています。 

さらに、園児の遊び場の安全確保として、人工芝の張替え工事をする予定で

す。 

 

５ 園児の遊び場対応 

９月から１２月までの期間に、屋上園庭に設置されている、ラダー（梯子）

の撤去工事を計画しており、この期間中は、園庭代替施設として芝浦公園や、

スポーツセンターを利用する予定でした。 

このため、今回の事故による保育への影響は生じておりません。 

  

６ 事故原因と再発防止策 

墜落落下防止の手すりや足場板を結んでいた専用の紐や針金が、想定を上回

る強風で破断しました。再発防止策として、事故原因事業者が紐や針金を結び

直し、更なる補強策として手すりや足場板を鉄骨柱とロープでつなぎました。 

 

７ 保護者への周知 

事故原因事業者から提出された、事故原因、再発防止策を園内に掲示し、周

知しました。 
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